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ULS コンサルティング株式会社 

貸 借 対 照 表 

（2026 年 3 月 31 日現在） 

（単位：百万円） 

科 目 金 額 科 目 金 額 

資 産 の 部 

流 動 資 産 

 現金及び預金 

売掛金及び契約資産 

前渡金 

前払費用 

その他 

固 定 資 産 

 有形固定資産 

  建物附属設備 

工具、器具及び備品 

減価償却累計額 

 無形固定資産 

  商標権 

 投資その他の資産 

  敷金 

繰延税金資産 

 

 

8,979 

5,066 

3,832 

6 

68 

6 

792 

306 

122 

487 

△303 

5 

5 

479 

4 

475 

 

負 債 の 部 

流 動 負 債 

 未払金 

 未払費用 

 未払法人税等 

 契約負債 

賞与引当金 

品質保証引当金 

その他 

 

4,085 

2,184 

324 

165 

66 

981 

1 

362 

負 債 合 計 4,085 

純 資 産 の 部 

株 主 資 本 

 資本金 

 資本剰余金 

  その他資本剰余金 

 利益剰余金 

  その他利益剰余金 

   繰越利益剰余金 

 

5,686 

100 

482 

482 

5,104 

5,104 

5,104 

 

純 資 産 合 計 5,686 

資 産 合 計 9,772 負債純資産合計 9,772 

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しており、金額百万円未満の科目については、

「0」で表示しております。  
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個 別 注 記 表 

 

1．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(1)資産の評価基準及び評価方法 

棚卸資産 
通常の販売目的で保有する棚卸資産 
仕掛品 
 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を

採用しております。 
 
(2)固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法によっております。 

ただし、2016 年 4月 1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採

用しております。 

なお、耐用年数及び残存価額は、法人税法の規定と同一のものを採用しております。ま

た、少額の減価償却資産（取得価額 10 万円以上 20万円未満の減価償却資産）については、

事業年度毎に一括して 3年間で均等償却しております。 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

(a)市場販売目的のソフトウェア 

販売見込期間(3年)における見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間(3年)に基

づく均等配分額を比較し、いずれか大きい金額を計上しております。 
(b)その他の無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、耐用年数は、ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期

間（5 年）、その他の無形固定資産については、法人税法の規定と同一のものを採用し

ております。また、少額の減価償却資産（取得価額が 10 万円以上 20万円未満の減価償

却資産）については、事業年度毎に一括して 3年間で均等償却しております。 

③リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年

3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 
 
(3)引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

営業債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき計算

した額を、貸倒懸念債権などの債権については個別に回収可能性を勘案し計算した回収不

能見込額を計上しております。 

なお、当事業年度末においては、貸倒懸念債権等に該当する営業債権等はなく、また、

一般営業債権等に適用される貸倒実績率がゼロであるため、貸倒引当金は計上しておりま

せん。 

②賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

③品質保証引当金 

契約不適合担保期間において、契約に従い顧客に対して無償で役務提供を実施する場合

があります。このような売上計上後の追加原価に備えるため、個別プロジェクト毎に追加

原価の発生可能性を勘案し計算した見積額を計上しております。 

④受注損失引当金 
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受注したプロジェクトの損失に備えるため、手持ち受注プロジェクトのうち当事業年度

末で将来の特定の損失の発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることが

できるプロジェクトについて、次期以降に発生が見込まれる損失を計上しております。 

 

(4)収益及び費用の計上基準 

顧客との契約から生じる収益に関する重要な会計方針 

 当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及

び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであ

ります。 

コンサルティング事業 

 主に顧客企業の競争優位性を支える戦略的 IT投資領域におけるコンサルティング及び

受託開発サービスを提供しており、これらを「コンサルティング事業」と定義しておりま

す。 

 履行義務を充足する通常の時点は、コンサルティング事業におけるサービスは、顧客と

の契約における義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生

じるものであることから、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行

義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。取引価

格の算定は顧客との契約に明示された対価を基礎としており、考慮すべき重要な変動対

価、金融要素、現金以外の対価などは存在しません。また、顧客との契約における履行義

務は、概ね１契約１履行義務となっております。 

 当該サービスは、顧客との契約（プロジェクト）にアサインされたコンサルタントの稼働

により履行義務が充足されるという性質より、その発生した原価を基礎としたインプット

に基づき、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができると判断いたしま

した。進捗度の測定は、契約毎に、期末日までに発生した原価が、見積り総原価に占める割

合に基づいて行っております。進捗度を合理的に見積もることができない契約については、

発生した原価のうち回収することが見込まれる部分と同額を収益として認識しております。 

 

(5)のれんの償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、個別案件ごとの事情を勘案して、計上後 20 年以内の定額法に

より償却を行っております。 

 

(6)その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

2．当期純利益 

 751 百万円 
 


